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消費者・生活者の視点に立つ
行政への転換

野田聖子 消費者行政推進担当大臣

～消費者行政推進基本計画のポイントと
消費者庁（仮称）の発足に向けた現在の検討状況～
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３：連絡に

問題

消 費 者

１：・受付等に問題

・窓口不明

・受付拒否

・たらい回し

２：情報共有に問題

４：分担・連携に問題

５：権限の

不行使

６：権限の不備

（すき間等）

事 業 者

一元的な相談窓口の設置

情報の一元化

消費者に身近な問題を取り扱う
法律を幅広く所管・共管

総合的な調整権限、
勧告権の付与

１．

２．３．

４．５．

１．～６．

新法の立案等（一般法、すき間
事案への対応、被害救済等）

６．

これまでの消費者行政の問題点と消費者庁（仮称）の創設を通じた対応の方向

消費者庁の創設を通じた対応の方向これまでの消費者行政の体制・対応の問題点

Ｂ省
（部局）

A省

（部局）

窓 口 窓 口
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消費者庁が満たすべき6原則

1.    消費者にとって便利でわかりやすい
⇒一元的な消費者相談窓口の設置と情報収集、発信の一元化

2. 消費者・生活者がメリットを十分実感できる
⇒・消費者行政全般についての司令塔

・消費者の安全安心に係る問題を幅広く所管
3. 迅速な対応

⇒相談窓口と行政の対応を直結し、トラブルに迅速に対応
4. 専門性の確保

⇒各府省庁や民間を含む幅広い人材の活用
5. 透明性の確保

⇒消費者政策委員会（仮称）の設置等により消費者の声を反映
6. 効率性の確保

⇒行政の肥大化を招かぬよう、機構・定員・予算を振り替え
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新しい消費者行政のイメージ

消
費
者

相談・
苦情

消費者の声

消費者庁

事
業
者

保健所、警察
消防、病院 等

連
携

処分

勧告等

処分

各
省
庁

●消費者行政の
司令塔として、
各省庁の取組を
強力に主導。

●情報を一元的
に集約し、迅速
に対応。

●消費者の声を
政策全般に反映。

相談受付
あっせん

支援

情報

誰
も
が
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い

一
元
的
な
相
談
窓
口

（
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
等
）

指導啓発・取組支援

注意喚起、広報、啓発等

情報

問い合わせ
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地方消費者行政の充実に向けた支援策について

消費生活相談
全体の底上げ

地方の消費者行政部門は、近年、予算・人員の減少もあり総じて弱体化しており、当面、思い切った取組が必要。
このため、消費生活相談員の質・量ともに全体の底上げを図るとともに、核となるセンターの重点的機能強化を図る。

地方の主体的取組への支援
（交付金）

国民生活センターを活用した支援
（直轄事業）

核となるセン
ターの重点的
機能強化

○消費生活センターの新設・増設等
1,000万円まで

○消費生活相談員のレベルアップ等

○地域が消費者行政活性化計画を提案
都道府県2,000万円、政令指定都市1,000万円、
市町村300万円を限度

○休日の消費生活相談の実施

○消費生活相談時間の延長

○消費生活相談専門家による巡回訪問

○地方において相談員養成研修の実施

○PIO-NET端末の追加配備
500箇所目途

○弁護士等専門家の配置

○国民生活センターの休日の相談の実施

誰もがアクセスし
やすい消費者
相談窓口

40億円程度
40億円程度 40億円程度

40億円程度

総額80億円程度
総額80億円程度

地方の実情に応じて柔軟に選択できるメニューを
交付金として創設

人材育成、システム配備、専門家派遣等の面で地
方の消費生活相談体制の強化を支援

身近な消費生活相談機会の充実身近な消費生活相談機会の充実

中核センターの窓口機能強化中核センターの窓口機能強化

地域からの提案に対する支援地域からの提案に対する支援

人材育成、ネットワーク強化支援人材育成、ネットワーク強化支援

専門的相談への対応力強化専門的相談への対応力強化

中核センターの窓口機能強化中核センターの窓口機能強化
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消費者庁長官

内 閣 総 理 大 臣

個別作用法に係る企画立案・調査・執行等

※消費者庁は、内閣府の外局として設置。消費者庁

内 閣 府 特 命 担 当 大 臣

総務課 政策調整課 消費者表示課 食品表示課 消費者取引課 消費者安全課情報政策課

○情報集約機能
○情報分析・調査
○情報発信機能
○緊急時対応
（警報等含む）

○国民生活セン
ターの監督

○地方自治体と
の協力

○各省庁の消
費者政策の
調整・勧告

○各省庁への
法執行の勧告

（消費者安全法
に基づく勧告及
び特命担当大
臣の勧告）

○景品表示法 ○JAS法、
食品衛生法、
健康増進法

○特定商取引法
○物価政策

○消費者基本法
等の企画立案

○府省横断的
な新法の企画
立案

○消費者契約法
○個人情報保護、
公益通報者保護

○消費生活製品
安全法に係る
重大事故報告
制度

○消費者安全法

企画課 参事官 参事官

消費者政策委員会（「審議会等」）

事務局

次 長

企画調整部 政策推進部

消費者政策会議（「特別の機関」）

食品の安全性の確保その他
消費者の利益の擁護及び増進を担当

※１ 庁、部、課、委員会の名称は、すべて仮称。

※２ 機構振替財源については、内閣府国民生活局
の廃止のほか、関係省庁と引き続き調整。

定員については、208人を要求
新規増員６人、振替増員要求202人（振
替財源は、関係省庁と引き続き調整）

緊急時等にはタスクフォースを活用し、迅速かつ的確に対処

（参事官は命を受けて部の所掌事務の重要事項の企画・立案に参画）

消費者庁の体制について （イメージ）
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消費者庁創設に向けたスケジュール

★消費者庁の来年度発足に向けた準備
⇒①消費者庁設置法案（仮称）､

②消費者庁設置法（仮称）の施行に伴う関係法
律の整備に関する法律案（仮称）

③消費者安全法案（仮称）
を臨時国会に提出

★消費者庁設置前も前倒しして実施
・内閣府において消費者庁の司令塔機能を先行実施
（食品危害情報総括官制度の製品、施設への拡充等）

・一元的な相談窓口の構築に向けた取組


